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【誤訳訂正書】
【提出日】平成25年7月10日(2013.7.10)
【誤訳訂正１】
【訂正対象書類名】特許請求の範囲
【訂正対象項目名】全文
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　以前に、抗糖尿病薬で治療されていないヒトにおける2型糖尿病の治療のための第一選
択療法としてメトホルミンまたはチアゾリジンジオンと組み合わせて使用するためのDPIV
インヒビターを含む医薬組成物。
【請求項２】
　ヒトが、食事制限、減量および／または運動単独を用いて適切な血糖コントロールを達
成することができなかった請求項１に記載の医薬組成物。
【請求項３】
　DPIVインヒビターおよびメトホルミンまたはチアゾリジンジオンが、同時、連続的また
は別々に投与される前記請求項のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項４】
　DPIVインヒビターおよびメトホルミンまたはチアゾリジンジオンが、経口投与される前
記請求項のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項５】
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　DPIVインヒビターが、グルタミニルチアゾリジンまたはその医薬的に許容しうる塩であ
る前記請求項のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項６】
　DPIVインヒビターが、シタグリプチン、ビルダグリプチン、サクサグリプチン、デナグ
リプチンおよびアログリプチンおよびその医薬的に許容しうる塩から選ばれる請求項１～
４のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項７】
　DPIVインヒビターおよびメトホルミンまたはチアゾリジンジオンが、１日１回、２回ま
たは３回投与される前記請求項のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項８】
　DPIVインヒビターが、メトホルミンと組み合わせて投与される前記請求項のいずれか１
つに記載の医薬組成物。
【請求項９】
　チアゾリジンジオンが、トログリタゾン、シグリタゾン、ピオグリタゾン、エングリタ
ゾンまたはロシグリタゾンである請求項１～８のいずれか１つに記載の医薬組成物。
【請求項１０】
　チアゾリジンジオンが、ロシグリタゾンである請求項９に記載の医薬組成物。
【誤訳訂正２】
【訂正対象書類名】明細書
【訂正対象項目名】００４４
【訂正方法】変更
【訂正の内容】
【００４４】
　DPIVインヒビターおよびメトホルミンまたはチアゾリジンジオンは、食前、食中または
食後に服用することができる。食前に服用する場合、食事の1時間前、好ましくは30分前
に服用することができ、もしくは15または5分前でもよい。食後に服用する場合、食事を
終えて、5、15または30分後に服用することができ、あるいは1時間後でも服用することが
できる。
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